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平成24年度における高病原性鳥インフルエンザ等の防疫対策の強化について

当協会の業務運営につきましては、日頃からご支援、ご協力を頂きお礼申し上げます。

さて、標記のことについて、農林水産省消費・安全局長より通知がありましたのでお知

らせします。
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このことについて、別添のとおり各都道府県知事宛て通知いたしましたので、御了知の

上、円滑な防疫対策の実施につき御協力方お願いいたします。

また、貴職におかれましては、家畜防疫の重要性を十分に御理解の上、傘下会員各位等

に対し周知されますとともに、適切な対応がなされるよう御指導方よろしくお願いいたし

ます。

平成24年度における高病原性鳥インフルエンザ等の防疫対策の強化について
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都道府県知事殿

平成24年度における高病原性鳥インフルエンザ等の防疫対策の強化につい

て

高病原性鳥インフルエンザ及び低病原陛鳥インフルエンザ(以下「本病」という。)

の防疫対策にっいては、昨年改正した家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号。以

下「家伝法」という。)及び高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエン

ザに関する特定家畜伝染病防疫指針(平成23年10月1日農林水産大臣公表。以下「防

疫指針」という。)により実施するほか、「高病原性鳥インフルエンザ等の防疫対策
の強化にっいて」(平成23年9月12日付け23消安第3135号農林水産省消費・安全局長

通知)により、これまでも飼養衛生管理基準の遵守状況の調査や野鳥の侵入防止対策

の徹底等をお願いしてきたところです。

昨年度、我が国の家きん飼養農場においては、幸いにして本病の発生はありません

でしたが、本年に入ってからも中国、台湾、ベトナム等我が国の近隣諸国においては、

散発的に発生が認められています。また、「平成22年度高病原性鳥インフルエンザの

発生に係る疫学調査の中間取りまとめ」(平成23年8月30日高病原性鳥インフルエン

ザ疫学調査チーム取りま・とめ。以下「中間取りまとめ」という。)においては、「渡
り鳥等の野鳥によって国内にウイルスが持ち込まれた可能性が高く、更に、国内ヘの

侵入ルーNよ複数存在した可能性がある」等と指摘されているところであり、こうし

たことからも、依然として海外から我が国に本病ウイルスが侵入する可能性は高いも

のと考えられます。 、

つきましては、特に下記の事項に御留意の上、家きんの飼養農場ヘの本病ウイルス

の侵入防止及び万がーの発生時のまん延防止対策に万全を期するようぉ顧いいたしま

す。

国

農林水産省消費・安全局長

24消安第3025号

平成24年9月10日

ノ

1 家きんの飼養農場における飼養衛生管理の確認及び指導の徹底について

家畜防疫員は、管轄の家きん飼養農場に立ち入り、家畜伝染病予防法施行規則(昭

和26年農林省令第35号)第21条の飼養衛生管理基準(以下「飼養衛生管理基準」と

いう。)の遵守状況を月1俳氏1の飼養衛生管理チェック表に基づき確認し、行政手続'
法(平成5年法律第88号)又は家伝法に基づき、適切な指導をすること。なお、確

記



認の際には、必ず1名以上の家畜防疫員が当該確認を行うこと。また、指導の実施

状況にっいて、様式1により農林水産省消費・安全局動物衛生課(以下「動物衛生
課」巴いう。)に報告すること(詳細な確認及び報告の方法は、号1俳氏2のとおりと

する)。、

なお、本立入検査をもって、防疫指針第2の2の(2)の①の立入検査に代える
ことができるものとする。

2 野鳥及びねずみ等の野生動物対策について

中間取りまとめにおいては、渡り鳥等の野鳥がウィルス伝播に関与していること

が指摘されてぃるが、一方で、ねずみ等の野生動物にっいても、「ネズミ類にっい

ては、ほとんど全ての農場で存在が確認されており、ウイルスを持ち込んだ可能性
は否定できな力>つた」と指摘されている。これらのことを踏まえ、 1の立入検査に
当たっては、特に野鳥の侵入防止及びねずみの駆除対策等について確認し、不備が

認められた場合は指導を徹底し、その後の改善状況を確認すること。

3 早期通報の再徹底について

本病のまん延防止には、家きんの所有者や獣医師等が異常家きんを発見した際に、
迅速に家畜保健衛生所に通報することが最も重要である。したがって、家きんの所
有者や獣医師等に対して、家伝法第13条の2第1項の症状の具体的な内容にっいて

改めて周知徹底するとともに、当該症状を呈している家きんを発見したときは、遅
滞なく、当該家きん又はその死体の所在地を管轄する家畜保健衛生所に通報するよ

う再度、指導を徹底すること。また、家きんの所有者等が当該症状を早期に発見す
ることができるよう、常日頃から飼養する家きんの健康観察を行うこと等を指導t

ること。なお、早期通報を徹底することを前提として、昨年度まで実施していた家

伝法第認条の規定による死亡家きんの羽数に関する報告徴求は求めないこととす
る。

4.的確な初動対応の徹底及び連絡体制の再確認について

都道府県は、家きんの所有者等から上記3の通報を受けた場合には、遅滞なく、
防疫指針第4の規定に基づく対応が的確に執られるよう徹底すること。また、万が
ーの本病の発生に備え、防疫指針第2の2の.,(8)の規定に基づく市町村、関係機
関及び関係団体との連絡体制の整備について改めて確認すること.。

5 本病に関する情報の共有について

防疫指針第2の1の(1)の規定に基づき、農林水産省が提供する本病に関する
情報にっいては、必要に応じ、広く関係者に周知すること。特に、生産現揚におけ

る防疫措置に有用と考えられる動物衛生課が周知するよう指定した情報について

は、確実かっ迅速に生産者、関係機関及び関係団体等に周知すること叺



6 低病原性鳥インフルエンザの監視体制の強化について

低病原性鳥インフルエンザウイルスについては、明確な臨床症状をもたらさない

場合が想定され得ることから、防疫指針第3.の規定に基づき、無作為抽出の実施等
適切に農場を選定した上で、定点モニタリングに加えて強化モニタリングを実施し、

低病原性鳥インフルエンザの監視体制を強化すること。

7 野鳥のサーベイランスの強化について

別添のとおり環境省からの野鳥サーベイランスの協力依頼があったことから、防

疫指針の第3の5の(2)のとおり、可能な限り各都道府県の自然環境部局の行う

野鳥のサーベイランス検査に協力すること。



家きん農場における飼養衛生管理チェック表(平成24年度)

0家畜防疫に関する最新_情報の把握_

自らが飼養する家きんが感染ずる伝染性疾病の発生め予防及びぎん延防止に閏する
情報を把握レている。

0衛生管理区域ヘの病原体の持込みの防止
a)衛生管理区域の設定はできていますか
(2)衛生管理区域出入口における措置

衛生管理区域ヘの人・車両の入場制限

衛生管理区域出入口に門を設置したり、陪β外者立入禁止」等の看板を設置して入場者・車両
帥

の入場制限をしていますか

②消毒設備の設置
・消毒設備を設置しJ肖毒液を効果が減衰する前に交換していますか

③入場車両・物品の消毒
・入場車両の消毒を行っていますか

空にな?た寒きん舎又ばケ」ジの痛掃及U消毒を・している。

口

(1)家きん糞の処理

①未処理の家きん糞を衛生管理区域外ヘ持ち出す場合には、持ち出す前後に車両の消毒を行っ
ていますか

②運搬車両からの家きん糞のこぼれ防止及びホコリの飛散防止をしていますか

口

レ欄

0野生動物.からの病原体の侵入防止

口

評価

口

野生動物の排せづ勃西t混入するおそれがある水を飲用水として用いる場合に,消毒U
ている。

、衛生管生里区滅及び烹きん舎に出入のする際に手}冒の洗浄文は消語友び靴の消毒をし
ている。

衛生管理区滅専用の饗服及び靴を設置す冬とともに、家きん舎専用の,靴を設置し、
着用している。

(3)衛生管理区域専用衣服等の設置
衛生管理区域専用の衣服及び靴を設置していますか

交換前の衣服等の汚れが衛生管理区域専用の衣服等に付着しないような構造になっています

(4)家きん舎出入口における措置,

①部外者の入場制限
・部外者の家きん舎ヘの.入場を禁止していますか

皇

②家きん舎専用の靴の設置等
・家きん舎ごとに専用の靴を設置していますか
・家きん舎外の汚れが家きん舎内に持ち込まれないような構造になっていますか

3 漉.毒.t...備のき........................,.,,..,.;,...................................................,...........................,.............,.....,..,.
1';'募ぎ'元誉芒苫iこ消裁護礪菱叢置じJ省蓑液菱効菓示減蓑子る前iこ塁換じぞい業チ郵

(1)飲用水の汚染防止
i"薪解な永這禾女'ぼ消蓋じテニ禾裂便甫Cそいますか(貯留したままにすると塩素濃度が低下します)

(2)飼料の汚染防止
・飼料の保管場所付近にこぼれ餌がないよう清潔にしていますか

評価

'口

レ欄

口

口

衛生管理区域に立ち入る者に対して、・当白の他の畜産関係施設等ヘの立入りの有無
や過去1週間以内の海外からの入国歴(渡航歴)を確認し、必要がある場合を除い
て_、_立ち入らせ廷し)よう,にUている。_

レ欄

剛紙力

評価

他の畜産関係施設等で使用し、又は使用しだおぞれがある物品であづてf飼養する
家きんに直接接触するものを衛生管理区域に持ち込む場合には、洗浄又は消毒をレ
ている。

レ欄

(5)器材等の洗浄・消毒
'衛生管理区域ヘ持ち込まれる器材等を洗浄又は消毒をしていますか

評価

衛生管理区域に持ち込む衣般及ぴ靴の逼去乏月以内の海外での使用歴吾確認し、必
要がある場合を除いて、持ち込荻せないようにしている。

0浪i生管理区域の衛生状態の確保

,;宏きん舎及び器具ゐ清掃又_は消毒を定期的にしている。

口
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野烏等の野生動物の侵入を防止するgとができる防鳥ネン.ト等を1又置レている0
(3)防鳥ネット・金網を以下の場所婚鴛億L_エ'.レ.>ま丈力>
①家きん舎
②袋詰め飼料等を保管する倉廩,(.※?
.....,..甲.................................................甲........ー............'.""""弔"""""""""""""""""""^昌、

を使用していますか

..........................,...甲...........閉......,......弔....甲........

定期的に防鳥ネヅト等の破損状況を確認し、る鮮員箇所の修繕を行っている0
寒ぎ元曾の屋根又.1ば壁面仁破損がある場合に、,{遅滞なく、ぞめ破損箇戸斤の修繕を行
つている。

(4)家きん舎入場後の閉扉
;"蒙ぎ兇否あ革に入ったら、直ちに扉を閉めてい圭丈か

(5)ねずみの駆除
.............闇..................................甲,...................

口

口

0寡きんの健康観察と異吠が確認された場合の対処

寡きんに異状が確認された場合にはC速やがに獣医師め診療を受け、又は指導を求
めている。

......,.....................・..・・・・・・・・・・・,・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.........."""""""""""""""""""""""""""""""ニ:"""""""""""一[玉'ーー、

ていますか

互一"理芸";"曉卸戈は化製処理の準備はできていますか

口

レ欄

毎日、飼養する寡きんの健康観察を行づているi
(3)導入家きんの健康確認
i"墫父象ぎ元の健康状態を確認し工い圭tか

(A )...酉亘亡家.き~旦?.取.1及上>..............,.......................,...,..................、.............,........................・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・,・・,・・・・・・・・・・・・・・
1魚1峩責.家ぎN'1璽1・1毎貢1取り1延'L11ぞ,)1競数鬻i1録黛そ1〔ミ譲鬻1五ミ,._....".....,,,..,.....,.,..、""..........
}遡'琵芒謙ぎχ'め'羽薮示多'い湯貧iヨミ亘數ミ饗蓋偲健衡鴛所鳶雇任戦ξ〔}董弐菱
(6)適正な飼養密度
i適正な飼養密度で飼養していますか

可価

口

レ欄

口

出荷又ば移動の直前に家きんの健康状態を確認レている。

......................甲.................弔..........甲.N雫........................甲.""゛

評価

口

0感染ルート等の卓期特定のための記録の作成及び保管

レ欄のある項目1聖、委田倭塗病予防,゛木止.、} i して下さい口注1:
です。

評価欄にっいては、 0く適正に行われている)、 X (適正に行われていない)又はー(行う必要注2

がない)のいずれかを記載して下さい。・
注3:※の項目にっいては、 Xの場合であっても、要指導農場とはし恋いで下さい0

衛生管狸区域に立ち入った者等に関ずる記録を作成レ、1年間保存している0

.

.

.

.

.

.
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.
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家きんの飼養農場における飼養衛生管理の確認・報告及び指導の徹底にっいて

1 目的

家きん(鶏イあひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥)の飼養

農場における飼養衛生管理基準の遵守状況を確認・報告するとともに、適切な飼養

管理を指導することにより、高病原性鳥インフルエンザ等家きんの伝染性疾病の発

生の予防に万全を期する。

2 対象農場

100羽以上(だちょうの場合にあっては、10羽以上)の家きんの所有者の農場。

3 確認の方法

呂1絲氏1の飼養衛生管理チェ・ツク表を活用し、家畜防疫員が各農場を訪問して飼養

衛生管理基準の遵守状況を確認するとともに、指導の徹底を図ること。'なお、確認

の際には、必ず1名以上の家畜防疫員が当該確認を行うこと。

行政手続法又は家伝法に基づき、飼養衛生管理に関する指導を行った場合には、

後日、その改善状況を確認すること。

4 報告の方法

様式1による飼養衛生管理状況の確認結果報告書を作成し、農林水産省消費・安

全局動物衛生課担当者宛(kok如ai_boeki@nm'mafe 即.jp)に電子メールにより提

出すること。ただし、本年7月1日以降に既に飼養衛生管理基準の遵守状況の確認

を行っており、その結果、指導不要又は改善済みである場合には、当該確認の結果

の報告をもって、これに代えることができる。

偶1俳氏2)

5 報告の期限

平成24年11月30日(金)

6 その他

(1) 4により提出された飼養衛生管理状況の確認結果報告書については、動物衛生

課において都道府県別に取りまとめ、個々の農場が特定されないように配慮した

上で、公表する。

(2)行政手続法に基づく指導及び助言に対する改善が認められない農場に対しては、

家伝法第12条の5の規定による指導及び助言(既に同条の規定による指導及び助

言を行ってぃる場合には、家伝法第12条の6第1項の規定による勧告)等を検討す

ること。



(県名)

鶚
(採卵用)

1.000羽以上

農場数
(①十②+③)

100-1.000羽
未満

鶉
(肉用)

①行手法に基づく指導を行った農堤数(※1)

1,000羽以上

100~1,000羽
未満

鶉
(卵用種
鶏)

うち、改善許み

1.000羽以上

飼養衛生管理基準遵守状況調査に係る結果報告書

100~1.000羽
未瀧

うち、改善指導中

鶏
(肉用種
鶏)

1,000羽以上

②指導が
不要であった農

場数

1伽~1.000羽
米満

あひる

③未確認の農場
数(※2)

1.000羽以上

100~1.000羽
未満

(※1)改善指導の内容
具休釣な指導の内容及び戸数を記賊して(ださい.改善済みの項目は0、改
善指導中の項目は.など、分かるように記載してください。

うずら

1,000羽以上

100~1.000羽
未満

゛

(※の沫珪認の塵場の朗査実施時期及ぴ改善指導中の農
堤の改善見込み時期

(様式1)

(単位:戸)

ノ

'



(県名)

きじ

1.000羽以上

農場數
(①+②十③)

100~1.000羽
未満

ほろほろ烏

①行手法に基づく指導を行った農場數(※1)

1.000羽以上

100~1.000羽
米満

七面鳥

うち、改善済み

1,000羽以上

100~1,000羽
朱満

うち、改善指導中

だちょう

0000.00計

(備考)__
1鶉にっいては、飼養形態(卵用、用、用_こ、、!と差L声_子い』、.ーー、ムーーナ'い、'

10羽以上

②指導が
不要であった農

場数

③未確認の農場
数(※2)

(※0改善指導の内容
具休的な指導の内容及び戸數を記載してください.改善涛みの項目は0、改
苦指導中の項目は.など、分かるように記載してください.

、

(※2)未碇認の農場の調査実施時期及び改善指導中の農
場の改善見込み時期

(様式1)

(単位:戸)

、

ユ

ι
、
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農林水産省消費・安全局長殿

一

4に1

野鳥における高病原性鳥インブルエンザウィルス保有状況訳査の実力也にっいて

'平素より、自然環境行政の推進に御協力を賜り、感謝いたします0
さて、当省では、平成20年度に作成、昨年9月に改訂を行った哩チ鳥に霜ける

高病原陛鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアノレ」に基づき、本年度にっきまし
ても、本格的に渡り鳥の飛来が始まる10月より、死亡野鳥やガンカモ類の糞便を検
体として高病原性鳥インフルエンザウィルスの保有状況を検査することとしています0

今般、別添のと発り、各都道府県あて通知しましたので、辰省に給かれまして、御
了知の上、円滑な野鳥の高病原性鳥インフルエンザウィ,ルス保有状況調査の実施にっ
き特段の御協力及び関係機関ヘの周知に御配慮を賜りますようよろしく吟願いしま
す。,

環ヨ野発第

平成24年

120907001号

9月7日

隱捷弓_1'゛1:.門 t .!:ハ 1 -L

環境省自然,きー・局_}が弓'叉,1倉
石器,Nト、

11
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各都道府県鳥獣行政担当部局長殿

野鳥に船ける高病原陛鳥インフルエンザウィルス保有状況調査の実施にっいて

平素より、自然環境行政の推進に御協力を賜り、感謝いたします。

さて、本年度にっきましても、本格的に渡り鳥の飛来が始まる10月より、野鳥に
船ける高病原性鳥インフル出ンザウィルス保有状況調査を進めることとしておりま

,-0

つきましては、平成2'0年度に作成し、昨年9月に改訂を行った隠予鳥における高

病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル」(以下「刈応技術マニュアノレ」
という。)を踏まえ、以下の事項に関してイビ協力、徹底方よろしく船願いします。

1.野鳥に胎けるサーベイランスの実施について
対応技術ヤ=ユアルに基づき、野鳥に謁ける高病原性鳥インフルエンザウィル

ス保有状況調査を適切に輿施すること。

2._高病原性鳥インフノレエンザ発生ヘの備えについて

鳥インフルエンザ発生時には迅速な情報の伝達等が不可久であるこどから、緊急
時の連絡体制等にっいて整備するとど、に、発生時に備えた資棚オの配備等にっい
て対応技術マニユアルに基づき再度確認すること。

3.関係機関及び関係部局との連携について

対応技術マニュアルに基づく野鳥のサーベイランスは、関係機関の相互の役割分
担のもと実施するととから、地方環境事務所等との連携の他、各都道府県に粘かれ
ても、家畜衛生担当部局や公衆衛生部局等関係部局との連携を密にし、実態を踏ま
え適正な体制を構築すること。

環E野発第

平成24年

1ユ0907001 号

9月7a

環蝿省自然環境局

野生生物謀・
堺嬬雫樹
瑞斑堤肩
」生聖蛎
課罷叫坐

命



農林水産省消費・安全局長殿

野鳥に船ける高病原性鳥インブルエンザウィルス保有状況鯛査の実加にっVて

平素より、自然環境行政の推進に御樫力を賜り、感謝いたします0
さて、当省では、平成20年度に作成U 昨年9月に改訂を行った隠チ鳥に給ける

高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル」に基づき、本年度にっきまし
ても、本格的に渡り鳥の飛来が始まる10月より、死亡野鳥やガンカモ類の糞便を検
体として高病原性鳥インフルエンザウィルスの保有状況を検査することとしてレます0

△般別添のと給り、各都道府県あて通知しましたので、貴省に給かれまして、御
了知の上、円滑な野鳥の高病原性鳥インフルエンザウィ.ルス保有状況調査の実施に・つ
き特段の御協力及ぴ関係機関ヘの周知に御配慮を賜りますようよろしく聆顧いしま
司、。

環自野発第 12090?001 号

平成24年9月7R
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各都道府県鳥獣行政担当部局長殿

野鳥に於ける高病原性鳥インフルエンザウィルス保"マ"こ

さて、本年度にっきましても、本格的に渡り鳥の飛来、0 '、'」
謁ける高病原性鳥インフルエンザウィルス保有状況"' L 」
司、0 ーヤナーた曜チ鳥における高

、、性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル」"'L に
どい、。)を踏まえ、以下の事項に開してイビ協力、徹底'゜

1・野鳥1」"、鳥に粉ける高病漂性鳥インフルエンザウィ ノレ

ス保有状況調査を適切に劾缶すること0

2..高病原性鳥インフルエンザ発生ヘの備えにっし_ー

鳥インフj k ともに、発生時に備えた資機材の配備等に0い
て対応技術マニPアルに基づき再度確認すること0

3.闌係機関及ぴ閲係部局との連携にっいて、,割八
対応技ち一事務祈等との連携の他、各都道府県に粘かれ

ても、亥玄衛生担当部局や公衆衛生部局等関イポ゛局との"こ'ー'
え適正な体制を構築すること0

環官野発第 11冊帆卯1号

平成24年9月7鳥

環境省自然環境局
野生生物課・

隱埴雫幽
侵撫堀肩
3嵳里蛎
課姦叫坐
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